
泉房穂市長に対する問責決議 

 

泉市長は就任以来、再三の不適切な言動、議会対応について議会からの指摘

を行ってきたにもかかわらず、今日に至っても変わりません。 

令和３年８月臨時会においては、市民全員・飲食店サポート事業費を計上す

る補正予算議案について、本市議会は継続審査の結論に至りました。しかしな

がら、議決直後に市長は専決処分という職権の乱用ともとられかねない行動に

出ました。この議論の過程においては、早期に実施するべきという意見がある

一方、早急に実施することへの必要性、個人単位での送付方法や事務費などへ

疑義があり、事業実施に向けてもう少し時間をかけて精査すべきとの複数の意

見がありました。このことから継続審査と決定したにも関わらず、事業を実施

したことは議会制民主主義の否定であり、独裁的な行為であると言わざるを得

ません。 

その後、本９月議会において、同事業第２弾の進捗状況の報告がなされ、世

帯単位での送付にしたことや競争入札を行ったことなどにより、事務費が昨年

度に比べ約９，３００万円削減されたことが判明しました。昨年度、我々議員

が、事務費削減に努め、税金を無駄なく有効に使うべきと意見したにも関わら

ず、我々の意見を無視し、独断的に事業を実施した結果、約９，３００万円と

いう多額の税金を無駄にした市長の判断は、民主主義に沿った行動とは遠く、

市長自身の身勝手な思い込みによる行動であり、予算執行者としての自覚が希

薄であると言わざるを得ません。 

また、昨年 12月に賛成多数で可決した議員提出議案第４号明石市工場立地法

地域準則条例については、市長の主観により憲法違反とＳＤＧｓ違反という理

由で再議に付されました。市長に再議の権限があるとはいえ、議決の違法性が

ある時のみに許される特別再議の適用は権限の乱用とも言えるものです。 

そして、その後の３月議会においても賛成多数で原案どおり再可決しました

が、市長はその議決を不服として兵庫県に審査申立てを行い、自治紛争処理委

員の意見を踏まえた兵庫県知事の裁定は棄却でした。裁定書の理由からも、市

長の申立てが正しい道理がなく主観による解釈であると理解できます。 

本来であれば、同条例は令和４年３月１日から施行されるはずでしたが、５

月 20日まで延期されてしまい、市民に多大な不安と迷惑をかけてしまったので

はないでしょうか。言うまでもなく地方自治体並びにその長は法令遵守を徹底

し、全市民に対して公平公正でなければなりません。この件は、我々議員とし

て決して見過ごすことはできないことであり、議決をも受け入れず、市長自身

の考えに相反する条例は権限を乱用してまで公布を遅らせる行為は、市民から

の信頼を失墜させる行為であり、議会制民主主義を冒涜したと言わざるを得ま



せん。 

さらに、令和４年２月 12日に市長がツイッターに投稿した企業の法人市民税

の税額は、地方税法第 22条に規定する秘密に該当することは明らかであり、こ

れをＳＮＳで不特定多数の第三者が見られる状態にした行為は、地方税法第 22

条に抵触するものと考えられます。市民の守られるべき秘密である情報が、当

事者の了解も得ずに公開されたことは絶対にあってはならないことであり、し

かも行政のトップである市長が行ったということは、１００年を超える本市の

歴史上類を見ない大事件です。 

市長は、この行為を市民、国民の知る権利に寄与するため公益性があり違法

ではないという主張を行っています。この主張は身勝手で無責任なものである

ことは言うまでもなく、未だ当該企業に謝罪も行っていないことは我々には到

底理解できません。法令遵守を徹底することが行政であるにもかかわらず、秘

密である税情報の漏えいにより、これまで市職員が日々誠実に職務を行い守り

続けてきた本市の信頼を失墜させたことは大変憂慮すべき事態であり、強い憤

りを覚えるとともに誠に残念でなりません。 

 これらのことからも、市長は自己の主観のみで物事を決め、市長自身と相反

する考えは排除するという姿勢が見られ、こうした言動は危険であり市長とし

て不適切であると言わざるを得ません。 

 よって本市議会は、泉市長に対し、猛省を促すとともに、市長としての責任

を強く問うものです。 

 

  令和４年１０月１２日         

兵庫県明石市議会 

  

  

 

 

 

 

 


